
長 崎 県 警 察

長崎県警察白書

警窓

NAGASAKI  PREFECTURAL  POLICE

６令和 年中を
ふりかえって

KEISOU



〒850-8548 長崎市尾上町3-3 TEL（095）820-1504 採用係（直通）
長崎県警察本部 警務部 採用係

長崎県警察ホームページや
採用係のSNSで情報発信中！！

Iターン・Uターン警察職員
CROSS TALK
Iターン・Uターン警察職員
CROSS TALK

城西国際大学卒業
長崎署地域課
令和6年度採用
以前の居住地:千葉県

Uターン
海星高等学校卒業
大浦署地域課
令和6年度採用
以前の居住地:神奈川県

Uターン
長崎県立大学卒業
警務部広報相談課
平成25年度採用
以前の居住地:三重県

Iターン

三
重
県
出
身
で
す
が
、豊
か
な
自
然
と

温
か
い
人
々
に
囲
ま
れ
た
長
崎
で
の

大
学
生
活
の
中
で
、長
崎
県
の
人
や
暮

ら
し
を
守
る
仕
事
に
興
味
を
持
ち
、警

察
活
動
を
支
え
る
警
察
事
務
を
目
指

し
ま
し
た
。

長
崎
生
ま
れ
の
長
崎
育
ち
で
す
が
、神

奈
川
県
警
で
10
年
間
勤
め
た
後
、家
族

の
絆
を
大
切
に
し
、地
元
で
子
育
て
を

し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
U
タ
ー
ン
を

決
め
ま
し
た
。

幼
い
頃
か
ら
警
察
官
に
興
味
が
あ
り
、

家
族
や
大
切
な
人
た
ち
が
住
む
長
崎

県
を
守
り
た
い
と
思
い
警
察
官
を
目

指
し
ま
し
た
。

長
崎
県
内
の
各
地
域
で
勤
務
す
る
中

で
、そ
の
地
域
な
ら
で
は
の
魅
力
を
感

じ
れ
る
こ
と
や
、住
民
の
方
か
ら
の

「
あ
り
が
と
う
」や「
安
心
し
た
」の
言

葉
を
い
た
だ
く
と
や
り
が
い
を
感
じ

ま
す
。

子
供
の
頃
か
ら
過
ご
し
て
き
て
、自
分

を
育
て
て
く
れ
た
ま
ち
の
治
安
を
自

分
が
守
っ
て
い
る
と
実
感
で
き
る
こ
と

が
私
の
や
り
が
い
で
す
。

警
察
学
校
の
教
官
、同
期
、署
の
上
司

や
先
輩
方
な
ど
、優
し
く
て
頼
り
が
い

の
あ
る
人
が
多
く
、一
緒
に
勤
務
で
き

る
こ
と
が
今一番
の
や
り
が
い
で
す
。

最
初
は
長
崎
弁
に
慣
れ
ま
せ
ん
で
し

た
が
、今
は
長
崎
弁
の
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
で
話
す
こ
と
が
で
き
ま
す
！

（
笑
）

ま
た
、休
日
に
は
ハ
ウ
ス
テ
ン
ボ
ス
や

長
崎
ヴ
ェ
ル
カ
の
試
合
観
戦
な
ど
、充

実
し
た
日
々
を
送
っ
て
い
ま
す
。

海
が
綺
麗
で
す
！
帰
っ
て
き
て
改
め
て

海
水
浴
や
魚
釣
り
、海
沿
い
の
ド
ラ
イ

ブ
な
ど
、海
を
い
か
し
た
娯
楽
が
充
実

し
て
い
る
と
感
じ
ま
し
た
。

交
通
の
便
な
ど
で
都
会
の
方
が
便
利

だ
と
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、地

元
な
の
で
安
心
感
が
あ
り
、心
の
温
か

い
人
が
多
い
と
感
じ
ま
す
。

Ｉ
タ
ー
ン
や
Ｕ
タ
ー
ン
は
不
安
な
こ
と

も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、長
崎
は
人

が
温
か
く
、安
心
し
て
働
け
る
環
境
も

整
っ
て
い
ま
す
。長
崎
県
警
察
で
、ぜ
ひ

一緒
に
働
き
ま
し
ょ
う
！

自
然
が
豊
か
で
あ
り
な
が
ら
、国
際
都

市
と
し
て
の
側
面
も
持
ち
、歴
史
あ
る

街
並
み
の
中
で
働
け
る
長
崎
の
環
境

は
最
高
で
す
！
ぜ
ひ一緒
に
長
崎
県
の

警
察
官
と
し
て
働
き
ま
し
ょ
う
！

長
崎
県
は
、美
味
し
い
食
べ
物
や
、綺

麗
な
景
色
、温
か
い
人
が
た
く
さ
ん
い

て
安
心
で
き
る
場
所
な
の
で
、ぜ
ひ
長

崎
県
警
で一緒
に
働
き
ま
し
ょ
う
！

な
ぜ
、長
崎
で
警
察
職
員
を

目
指
そ
う
と
思
っ
た
の
で
す
か
？

長
崎
に
帰
っ
て
き
て
＆
住
ん
で
み
て

ど
の
よ
う
な
違
い
を
感
じ
ま
す
か
？

最
後
に
、I
タ
ー
ン
や
U
タ
ー
ン
の
方
へ

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

長
崎
で
警
察
職
員
と
し
て
働
く
中
で
の

や
り
が
い
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

You are a HEROYou are a HERO

長崎県警察官募集長崎県警察官募集
令和7年度
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章１ 公安委員会と警察組織

警察の民主的運営と政治的中立性の確保
長崎県の警察行政機関として、県知事の所轄の下に長崎県公安委員会が置かれ、長崎

県公安委員会の管理の下に長崎県警察が設けられています。

公安委員会の役割

公安委員会は、警察の民主的管理と政治的中立性の確保を図るために設けられたもので

あり、県民を代表する者によって、警察の仕事に県民の考えを反映させるという役割を持

っています。

公安委員会の構成

長崎県の公安委員会は、３人の委員で構成されており、県知事が県議会の同意を得て委

員を任命します。委員の任期は３年で、２回に限り再任することができます。

公安委員会の活動

長崎県公安委員会では、原則として毎週１回定例会を開催

しています。会議では、長崎県警察運営の基本方針や、それ

を踏まえた警察の各種施策のほか、各種事件･事故、災害等に

対する警察の取組状況等について警察本部長等から報告を受

、 。け 公安委員会の意思を警察業務の運営に反映させています

また、公安委員会は、警察法に基づく苦情申出の処理や監

察の指示等を始め、運転免許、交通規制、風俗営業、銃砲刀

剣類の所持等の許可や取消しの判断等を行っています。

▮ 現場視察活動の実施

公安委員会委員は、警察業務への理解を深め、警察職員の活動実態を把握するため、各

種行事への出席、警察署等の視察・督励、警察署勤務員との意見交換等を行っています。

これらの活動は公安委員会ホームページで紹介しています。

▮ 公安委員会委員の主な出席行事
⚫ ⚫ ⚫警察署長会議 警察職員入校式・卒業式 危険業務従事者勲章伝達式

⚫ ⚫ ⚫全国公安委員会連絡会議 九州管区内公安委員会連絡会議 殉職警察職員慰霊祭

⚫ ⚫ ⚫警察署協議会代表者会議 警察署協議会ブロック会議 各警察署協議会

⚫ ⚫留置施設視察委員会委員任命式 警察職員30年勤続表彰式

⚫ ⚫安全・安心まちづくり長崎県大会 交通安全運動開始式・出発式

⚫ ⚫ ⚫警察音楽隊定期演奏会 各種警察術科大会 退職者表彰式（柔道・剣道・逮捕術）

長崎 県公安委員 会

＜警察署長会議への出席＞

＜初任科生への訓育＞ ＜留置施設視察委員会委員任命式＞ ＜殉職警察職員慰霊祭＞ ＜警察署協議会代表者会議＞
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章１ 公安委員会と警察組織

令和７年４月１日現在

長崎 県警察 の組 織

長 崎 県 警 察 本 部
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章２ 県民の期待と信頼に応えるための警察運営

警察活動のための制服や装備
長崎県民の安全・安心を守るために、パトカーなどの車両や警察用船舶、ヘリコプタ

ーを有効かつ効果的に活用し、治安維持に努めています。

警察官の制服

警察官の制服は全国的に統一されています。

また、制服以外にも、それぞれの都道府県警察が定め

た特殊服もあり、長崎県警察には、交通事故捜査の現場

で着用する事故捜査服や鑑識課員が着用する鑑識服など

があります。

車両・警察用船舶・ヘリコプター

▮ 車 両

（ ）車両は地域警察活動に使用する無線警ら車 警らパト

や小型警ら車（ミニパト 、犯罪捜査に活用する捜査用）

、 （ ）車 交通違反を取り締まる交通取締用四輪車 交通パト

や白バイなど約1,100台を保有し、県内各警察署や自動

車警ら隊、交通機動隊などに配備しています。

▮ 警察用船舶

海のパトカーとして、警察用船舶７隻を保有していま

す。離島の警察署をはじめとして主要な海域を管轄する

警察署に配備し、海上における人命救助や犯罪捜査など

に活用しています。

▮ ヘリコプター

ヘリコプター１機を保有し、長崎県警察航空隊に配備

して空からの事件捜査、交通取締り等各種警察活動を行

っています。

警察 装備

＜警察用船舶＞

＜ヘリコプター＞

＜パトカー・白バイ＞

＜冬用制服＞
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章２ 県民の期待と信頼に応えるための警察運営

警察署協議会

平成13年６月１日、警察署の業務運営に民意を反映させるため、県内の全警察署で警察

署協議会が発足しました。警察署協議会は、警察署の業務運営について住民の方々の意見

を聴くとともに、警察署の業務運営について説明し、その理解と協力を求める場です。

令和７年１月１日時点で、県下で147人（うち女性67人）の方々が長崎県公安委員会か

ら警察署協議会委員として委嘱されています。令和６年度中は各警察署協議会で定例会議

を行うとともに、島原地区及び県北地区でブロック会議を開催し、地域の安全に関する諸

問題について協議しました。

委員には、白バイ隊員の業務説明、若手職員との意見交換会、鑑識活動の体験などを通

じて警察業務への理解を深めていただき、犯罪抑止・交通事故防止等に関する意見・要望

等を提出いただいています。

苦情申出制度

▮ 苦情申出制度の概要
警察職員の職務執行について苦情がある人は、公安委員会に対して、文書で苦情の申出

をすることができます。

この制度における苦情とは、

— 警察職員が、職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなか

ったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服

— 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満

をいいます。

しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項についての警察職員の不作為を内容とす

るものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言等は、同制

度の対象とはなりません。

▮ 苦情申出の方法
苦情申出をしようとする人は、次の事項を記載した文書により苦情を申し出ることがで

きます。

— 申出者の氏名、住所及び電話番号

— 申出者が住所以外の連絡先への処理結果の通知を求める場合には、その連絡先の名

称、住所及び電話番号

— 苦情申出の原因となる職務執行の日時・場所、警察職員の執務の態様その他事案の

概要

— 苦情申出の原因となる職務執行により、申出者が受けた具体的な不利益の内容又は

その職務執行に係る警察職員の執務に対する不満の内容

▮ 苦情申出の提出先
苦情申出は、長崎県公安委員会、警察本部又は最寄りの警察署で受け付けています。

警察 署協議会 ・ 苦 情 申出 制 度

＜白バイ隊員の業務説明＞ 若手職員との意見交換会＞＜ ＜鑑識活動の体験＞
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章２ 県民の期待と信頼に応えるための警察運営

住民の相談・要望・意見の把握と誠実な対応
最近の複雑・多様化する社会情勢などを反映して、警察の相談窓口には多種多様な相

談が日々数多く寄せられています。

警察安全相談とは

警察安全相談とは、警察に対して、指導、助言、相手

方への警告、検挙等何らかの権限行使その他の措置を求

めるものを言います。例えばＤＶ、ストーカー、児童虐

待、少年非行、ニセ電話詐欺、悪質商法等の被害のおそ

れのある事案のほか事件・事故に至らない場合でも、住

民生活の安全を守るための相談に応じています。

警察では、警察本部及び各警察署に「警察安全相談室」

を設けるとともに、警察本部に、

— 警察安全相談電話「＃9110（095-823-9110)」

— 高齢者専用相談ダイヤル「095-823-4165」

を設置し、これらの警察安全相談に応じています。

警察安全相談の取扱状況

▮ 相談受理件数
、 、本県の警察安全相談の受理件数は 平成16年の約５万件をピークに平成17年から減少し

近年は２万件台で推移しています。

▮ 相談の内訳
令和６年中の約２万８千件の相談のうち、近

年増加しているサイバー犯罪関係の相談を含む

防犯問題の相談が52.6％と約半数を占めている

ほか、警察の所管事務外である家事問題、民事

問題などの相談も多く寄せられています。

関係機関との連携強化

警察に持ち込まれる相談の内容は多種多様で警察だけでは対応できない相談事案も多数

あります。また、夜間・休日に活動している警察には、その所管事務を超えた相談も多数

持ち込まれています。そのため、それらの相談に対応するために関係各機関との間で「相

談機関ネットワーク」を設立し、相談を所管する機関への引き継ぎをスムーズに行うこと

ができるようにしています。

警察 安全相談の 活動

＜相談室での相談状況＞

［相談受理件数の推移］

［相談の内訳］
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情報公開等への的確な対応を図るため、警務部広報相談課情報公開センター及び

各警察署の警務課に窓口を置いています。

情報公開制度

県民の信託を受けて活動を行う行政機関である警察が、県民に対する説明責任を果たす

ため部内の情報を公開し、もって公正で開かれた行政活動を推進するというものです。

▮ 公文書開示請求

▮ 情報提供
、 、 、警察行政の透明性を確保し 県民に対する説明責任を果たすとともに 県民の協力の下

警察行政を円滑に運営することを目的として、警察ホームページ及び情報公開センターに

おける閲覧資料として、積極的な長崎県警察本部訓令及び長崎県警察の施策を示す通達の

公表を推進しています。

その他、各種統計資料、入札結果等も閲覧資料として同センターに配架し、県民に対す

る迅速な情報提供も推進しています。

個人情報保護制度

警察が、個人情報を収集、管理、利用、提供及び廃棄の各段階において適正に取り扱う

とともに、県民からの請求に基づき、個人情報の開示、訂正、利用停止を行うというもの

です。

▮ 保有個人情報開示請求

※ 訂正請求は令和５年度に１件受理

※ 利用停止請求は現在まで受理なし

情報 公開 と 個人 情 報保 護への 対応

［開示請求決定件数（過去５年間 ］）

［開示請求決定件数（過去５年間 ］）
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、 、 。 、警察は 犯罪被害者等と最も密接に関わり 保護する役割を担っています そのため
行政・医療・司法などの関係機関や民間被害者支援団体などと連携し、犯罪被害者等の
視点に立ったきめ細かな支援活動に取り組んでいます。

犯罪被害者への配慮及び情報提供

▮ 被害者の手引の配布
各種支援制度や刑事手続の概要等をわかりやすく紹介した

「被害者の手引」を犯罪被害者等へ配布して説明を行っています。

▮ 指定被害者支援要員制度
犯罪被害者等に対し、事件発生直後から、指定された被害

者支援要員による付添いや相談対応などの支援を行います。

▮ 被害者連絡制度
— 殺人、不同意性交等の身体犯の被害者又は御家族の方
— 重大な交通事故（ひき逃げ事件、危険運転致死傷等）の被害者や御家族の方
を対象として、事件担当者などが捜査の状況等について連絡を行っています。

▮ 各種相談窓口
警察安全相談（#9110）､性犯罪被害相談電話（#8103）

精神的被害の回復への支援

▮ カウンセリング支援制度
精神的被害が深刻な犯罪被害者等に対しては、臨床心理士

等の専門的知識・技能を有するカウンセラーによるカウンセ
リング支援を実施しています。

経済的負担の軽減に資する支援

▮ 犯罪被害給付制度
殺人や傷害などの故意の犯罪行為により、亡くなられた犯罪被害者の遺族又は重傷病を

負い、若しくは身体に障害が残った犯罪被害者に対して、国が給付金を支給し、その精神
的、経済的負担の緩和を図ろうとするものです。

▮ 公費支出制度
、 （ 、 、犯罪被害者等の経済的負担軽減のため 当該被害にかかる医療費等 診断書料 初診料

緊急避妊費用等）について公費で支出する制度があります。

関係機関・団体との連携
長崎県被害者支援連絡協議会、被害者支援地域ネットワーク、犯罪被害者等早期援助団

体「公益社団法人長崎犯罪被害者支援センター」等と連携し、犯罪被害者等に対する多角
的な支援活動を展開しています。

犯罪 被害者等 に対 す る 支援 活 動

犯罪被害者等給付金の種類

犯罪行為により死亡した被
。害者の第一順位遺族に支給

死亡前に要した保険診療に
よる医療費の自己負担額及
び休業損害も併せて支給

遺族給付金

犯罪行為により、重傷病（療養期間が１か月以
上で、かつ、入院３日以上を要した負傷又は疾
病。PTSD等の精神疾患である場合は、療養期間
１か月以上、かつ、その症状の程度が３日以上
労務不能であること ）を負った被害者本人。

重傷病給付金

犯罪行為により、身体上の障害が
残った被害者に支給。障害は、負
傷又は疾病が治ったとき（固定し
たときを含む ）における身体上。
の障害で法令に定める程度のもの

障害給付金

＜カウンセリングの状況＞

＜被害者の手引＞
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インターネットを通じた広報活動

▮ 長崎県警察ホームページ

https://www.police.pref.nagasaki.jp

▮ 長崎県警察公式ＳＮＳ

県民の皆さまが必要とする情報、県民の皆さまに知って欲しい情報

を発信するための公式ＳＮＳです。

音楽隊による広報活動

▮ 体制

長崎県警察音楽隊は、音楽隊及びカラーガード隊で編

成され、警察官、警察事務職員及び会計年度任用職員で

構成しています。隊員は警察本部などで勤務する傍ら訓

練に励み 「県民と警察を結ぶ音のかけ橋」として、県、

内各地での演奏を通じ、防犯や交通安全などの広報活動

を行っています。

▮ 定期演奏会

毎年、ベネックス長崎ブリックホール、諫早文化会館などで定期演奏会を開催し、令和

６年度はベネックス長崎ブリックホールにおいて「長崎県警察音楽隊第31回定期演奏会」

を開催しました。

▮ プロムナードコンサート

昭和53年５月 「市民のためのひるのコンサート」としてスタートし、毎月１回(５月か、

ら11月までの間)に開催しています。昨年は諸事情で中止となった月もありましたが、大

村市で１回、長崎市で４回開催し、11月のコンサートで319回目となりました。

県民 に伝 え る 活動

＜公式ＳＮＳアイコン＞

＜令和６年７月 第317回プロムナードコンサート＞

＜長崎県警察音楽隊･カラーガード隊＞

X Facebook Instagram YouTube LINE(旧Twitter)
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働きやすい職場環境の形成
長崎県警察では、職員のワークライフバランスを実現するとともに、健康管理を行う

ことにより、業務の効率性を高めることを目指して、積極的に、働きやすい職場環境の

形成に取り組んでいます。

職員の勤務時間・休暇

職員の勤務時間は、業務内容により異なりますが、基本勤務時間帯は午前９時から午後

５時45分までと指定されており、組織的に勤務時間を適切に管理しています。

▮ 柔軟な勤務制度の活用
職員の勤務負担軽減を図ること等を目的として、様々な勤務制度を整備し、活用を推

進しています。例えば、職員が早朝の時間帯の業務に従事する必要がある場合には、基本

、 。勤務時間帯をスライドして 午前７時から午後３時45分までの勤務とすることが可能です

その他にも、勤務時間の分割や自宅型テレワーク、フレックスタイム制などを活用するこ

とができます。

▮ 充実した休暇制度
職員は年次休暇のほか、各種特別休暇を取得すること

ができます 特別休暇 は 右の事例にあるような 夏。「 」 、 「

季休暇 や 子供看護休暇 のほか つわり休暇 短」 「 」 、「 」、「

期介護休暇 、一定の年齢となった年度にリフレッシュ」

のため利用可能な「チャージ休暇」などがあります。

▮ 育児・介護と仕事の両立
職員が育児・介護と仕事の両立ができるよう、各種取組を推進しています。

「長崎県警察特定事業主行動計画」においては、出産関係特別休暇（出産補助休暇・男

） 、 。性職員の育児参加のための休暇 と併せて 男性職員の育児休業の取得を推進しています

職員の健康管理

職員の健康の保持・増進及び勤務能率の向上を図ることを目的とし

て、様々な取組を行っていますが、現場警察官が働きやすい職場環境づ

くりにも積極的に取り組んでいます。

▮ 暑熱対策
暑さが厳しい環境においても積極果敢に職務にまい進する職員の健康

や安全を確保するとともに、その業務能率を向上させることを目的とし

、 。 、て 暑熱対策に取り組んでいます 職員が活動中に水分補給を行ったり

各種冷却グッズを着装できることとしています。

▮ サングラスの着用
所外活動の機会が多い地域警察官の紫外線に

よる目の健康被害軽減や日中の車両運転や船舶

運航中における視界確保による交通・船舶事故

防止を目的として、街頭活動時にサングラスの

着用を認めています。

働 き やす い職 場 環境 の形 成

［ （ ）］職員の有給休暇取得事例 令和６年中
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県民の期待と信頼に応える力強い警察官の育成
警察学校では “県民の期待と信頼に応える力強い警察官”を育成するため、各種教育、

訓練に取り組んでいます。

採用時教育の概要

警察官として採用された者は、採用区分（Ⅰ類、Ⅲ類）

に従い、警察学校における警察官としての基礎知識・技能

を修得する「初任科」、警察署における指導員のマンツー

マンによる現場活動を通じて基本的実務能力を修得する

「職場実習」、再び警察学校へ入校し、知識・技能の向上

を図る「初任補修科」、現場での単独による勤務を通じて

実務能力を習熟させる「実戦実習」といった採用時の教育

を経て一人前の警察官となります。

初任科 職場実習 初任補修科 実戦実習

警察官Ⅰ類（大卒程度） ６か月 ４か月 ２か月 ３か月 合計15か月

警察官Ⅲ類（高卒程度） 10か月 ４か月 ３か月 ４か月 合計21か月

初任科 職場実習 初任補修科 実戦実習

教育訓練の内容
警察学校では、警察活動の基本となる基礎的知識・技能の修得のための教育及び体力・

気力・人間力の錬成を図るための訓練を実施しており（下表「授業科目」参照 、特に次）

の３点を教育の重点に掲げています。

▮ 警察官として必要な資質の育成と人間教育の推進
本部長、警務部長等警察幹部による訓育、職務倫理教育

、 、等により 警察官としての職責の自覚を醸成するとともに

部外講師による教育講座、人権の擁護に関する教育等を通

、 。じて 社会人としての良識や豊かな人間性を育んでいます

▮ 職場執行力のある警察官を早期に育成するための

各種教育の推進
ロールプレイング方式による実戦的総合訓練、捜査書類

作成演習、専門的知識・技能を向上させるための各種検定

等を実施しています。

▮ 職務執行に必要な体力・気力及び術科技能を身につけるための訓練の推進
県民の安全、安心を守るため、術科訓練・体育により強靱な体力・気力を身につけると

ともに、各級段位取得による術科技能の向上を推進しています。

授業科目⚫

科 目 授 業 内 容

一般教養 本部長等警察幹部による訓育、職務倫理等、部外講師による教養講座等

法 学 憲法、刑法、刑事訴訟法、民法、警察法、警察官職務執行法

警察実務 警務警察、生活安全警察、地域警察、刑事警察、交通警察、警備警察等

術科・体育 柔道、剣道、逮捕術、総合対処法、拳銃操法、教練、体育、登山訓練等

そ の 他 英語、手話、ＯＡ教養、救急法、無線、運転訓練、校外研修等

新任 警察官 の教 育訓 練

＜実戦的総合訓練の状況＞
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地域住民の安全安心を確保する交番・駐在所等
地域警察は、地域住民の方々が安全で安心に暮らせる地域社会を実現するために、巡

回連絡や各種会合への参加を通じて住民の意見や要望等を把握し、それらに応える活動

を行うとともに、事件・事故の未然防止や犯罪検挙を目的とした活動を行っています。

地域住民の意見・要望等に応えるための実態把握、情報発信活動

▮ 巡回連絡

地域警察官は、担当する地域の家庭、事業所等を訪問し、犯罪や事故

の防止等地域住民の安全で平穏な生活を確保するために必要な事項の指

導・連絡や、地域住民からの意見・要望等の聴取を行っています。

▮ 情報発信活動

地域警察官は、地域住民の安全と安心を確保するため、受持ち地域における身近な事件

・事故等の必要な情報を適宜「ミニ広報紙 「交番（駐在所）速報」等により発信して」、

います。

▮ 交番等地域安全協議会

地域警察官は、地域住民と地域の治安に関する問題について協議したり、地域住民の警

察に対する意見・要望等を把握したりすることにより、地域社会と協力して事件・事故を

防止するための協議会を開催しています。

地域の安全を守る各種活動

▮ パトロール

地域警察官は、地域住民の安全と安心を確保するため、パトカー

等で管内のパトロールを行うとともに、犯罪の未然防止及び検挙の

ための職務質問、交通指導取締り、危険箇所の把握、防犯指導等を

行うなど、地域の安全を守る活動を行っています。

▮ 立番

地域警察官は、交番の施設の外に立って警戒するなどの立番を行

っています。

▮ 鉄道警察隊の活動

鉄道警察隊は、鉄道事業者と連携し、列車内、駅等の鉄道施設及

びその周辺のパトロールなどを実施しています。

▮ 警察用船舶の活動

警察用船舶は、夏期における海水浴場での水難防止広報啓発活動

を始め、機動力を生かした海上パトロール、水難者の捜索救助への

対応など、海上における安全と安心を確保するための各種活動を行

っています。

地域 警察 の活 動

＜立番＞

＜警察用船舶＞

＜パトロール＞

＜鉄道警察隊＞
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110番通報への迅速的確な対応
110番通報に迅速かつ的確に対応するため通信指令室を設置しています。

110番を受理した通信指令室では、直ちに通報内容を警察署等に伝え、現場に急行させ

るとともに、必要に応じて緊急配備の発令等を行っています。

110番通報の受理状況

令和６年中における県内の110番通報総受理件数は95,574件（前年比1,632件減少）でし

た。このうち、いたずら・無応答・誤接等の非有効110番通報が18,309件と全体の約19％

を占めており、110番通報に迅速に対応するため、いかに、このような不要不急の110番通

報を減少させるかが課題となっています。

適切な110番の使い方

110番通報は、 です。事件、事故等に対応するための緊急電話

緊急の対応を要さない相談や要望は、警察安全相談電話「＃9110」又は最寄りの警察署

等へ、また、各種問合せ等は、最寄りの警察署や交番・駐在所へ電話してください。

▮ 110番通報のポイント

110番映像通報システム

110番映像通報システムとは、110番通報者がスマ

ートフォンやタブレット端末から事件・事故等の映

像を送信することで、現場へ向かう警察官が事前に

視覚的な情報を受けるなど、より迅速・的確に事案

に対応できるものです。

１ １ ０ 番 通 報 の 適切な利用

［令和６年中の110番受理状況］ ［110番受理状況の推移］

①何があったのか？

②いつ？

③どこで？

④犯人は？

⑤どんな状況か？

⑥あなたの名前・電話番号は？

慌 て ず

焦 ら ず

落ち着いて

①けんか・交通事故・どろぼう・不審者等

②今から何分くらい前

③住所、目標物（建物・バス停等の名称）

④人数、特徴、逃走方向、逃げた車等

⑤けが人や事件・事故の状況

⑥事件・事故との関係
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

警察本部と各警察署が緊密に連携して、総合的な犯罪抑止対策を推進しています。

目的

— 「長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり条例」に基づき、県民、事業者及び関係

機関・団体と連携協働しながら、県民の自主防犯意識を高め、犯罪の起きにくい地域

社会を構築するとともに、地域の犯罪情勢に即した警察活動を展開することにより、

犯罪被害を未然に防止して県民の安全安心を確保することを目的としています。

令和６年中の推進状況

警察では、犯罪抑止対策を持続的かつ計画的に推進するための犯罪抑止計画に基づき、

— 県民の皆さんの安全・安心を脅かす犯罪、自主防犯意識の高揚により抑止できる犯

罪を重点犯罪に指定した取組

— 犯罪発生状況の把握、犯行手口ごとの被害状況や原因などの把握、分析による情報

発信活動

— 地域住民、防犯ボランティア等と連携した各種犯罪被害防止活動

等に取り組みました。

犯罪の起きにくい社会づくりの推進

県民の皆さんが安全で安心して生活できる社会の実現に向け、県民、事業者及び関係機

関・団体との連携により、自主防犯意識の高揚や犯罪の起きにくい環境づくりに取り組ん

でいます。

▮ 「犯罪なく３（さん）ば運動」の推進

警察では、県や県教育委員会と連携し 「カギかけんば（施錠意識の高揚 「ひと声、 ）」、

かけんば（声掛けによる地域の絆の醸成 「見守りせんば（パトロール、防犯カメラの）」、

設置等による犯罪の起きにくい社会づくりの推進 をスローガンとする 犯罪なく３ さ）」 「 （

ん）ば運動」に取り組んでいます。

▮ 街頭防犯カメラの設置

警察では、公共空間における犯罪の予防と被害の未然防止等を目的に、街頭防犯カメラ

の設置を推進しており、平成24年度から令和２年度までの９年間で合計200台の街頭防犯

カメラを設置し運用しています。

▮ 防犯ボランティアとの連携

県内では、令和６年12月末現在、270団体、16,141人の

防犯ボランティアが地域の安全を守る活動に取り組んで

おり、警察では、防犯ボランティアとの連携により、見

守り活動・挨拶運動を通じた犯罪のない安全・安心まち

づくりを推進しています。

総合 的な犯罪抑止対策

＜防犯ボランティアの活動状況＞
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

ニセ電話詐欺とは

ニセ電話詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定し
た預貯金口座への振込みやその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る
犯罪（現金等を脅し取る恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を窃取する窃盗を含む ）。
の総称で、主な手口として、架空料金請求詐欺、オレオレ詐欺、還付金詐欺、融資保証金
詐欺などがあります。

（数値は暫定値）ニセ電話詐欺の現状

、 （ ）、令和６年中の長崎県内におけるニセ電話詐欺の被害は 認知件数182件 前年比＋38件
被害総額は約３億895万円（前年比－約6,847万円）と３億円を超えています。
手口別では、架空料金請求詐欺が135件（前年比＋37件）で全体の約74％と最も多く、

続いてオレオレ詐欺の22件（前年比＋18件）と続いています。架空料金詐欺には、近年増
加している副業を偽った手口が含まれており、こちらは比較的若い世代が被害に遭っています。

ニセ電話詐欺の被害防止対策

被害防止対策の推進事項として
— 犯人からの電話がつながりにくい環境づくりの推進
— 予防に資する広報啓発活動の推進
— 金融機関やコンビニエンスストア等と連携した対策の推進

を柱に取り組んでいます。
具体的には 「犯人からの電話がつながりにくい環境づくり」に向けた取組として、、
— 自動通話録音（警告）機の設置促進
— ナンバーディスプレイ・ナンバーリクエストサービスの利用及び国際電話番号着信
休止申込みの推奨

等を推進しています。
次に 「予防に資する広報啓発活動」として、
— ニセ電話詐欺等被害防止広報大使「前川清」氏を起用した広報啓発活動
— コールセンターオペレーターによる県民への架電広報
— 「安心メール・キャッチくん」や公式ＳＮＳによる注意喚起
— 地域警察官等の巡回連絡や防犯講話による直接的な防犯指導

等により、具体的な手口や被害防止のポイント等について広報啓発を実施しています。
また 「金融機関やコンビニエンスストア等と連携した対策」として、金融機関、コン、

、 、 、ビニエンスストア等による来店客への声掛けは 被害防止上 非常に効果があることから
これらの事業者に対して被害発生や前触れ電話等の情報を提供し、積極的な声掛け及び通
報を依頼しています。

ニ セ電話詐欺等 の被 害防 止 対策 ①

［県内におけるニセ電話詐欺認知状況の推移］
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[県内における令和６年中のＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺認知状況]

章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺とは

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺とは、被害者と直接対面することなく、ＳＮＳ等を通じて

交信を重ねるなどして関係を深めて信用させ、指定した預貯金口座への振込みやその他の

方法により金銭等をだまし取る犯罪であり、次に分類されるものをいいます。

▮ ＳＮＳ型投資詐欺

投資すれば利益が得られるものと誤信させ、投資アプリ等に誘導して、虚偽の利益を表

示する方法などにより心理的安心感を与え、架空の投資を継続させながら、投資金名目や

その利益の出金手数料名目などで金銭等をだまし取るもの（ＳＮＳ型ロマンス詐欺の投資

名目に該当するものを除く ）。

▮ ＳＮＳ型ロマンス詐欺

恋愛感情や親近感を抱かせながら、投資金名目やその利益の出金手数料名目、交際の継

続等を前提とした各種名目（生活費等）で金銭等をだまし取るもの

（数値は暫定値）ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の現状

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺は、令和５年下半期から、全

国的に被害が急増し、令和６年の全国における被害は、認知

件数が10,164件、被害総額が約1,268億円となっています。

令和６年中の長崎県内ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害

は、認知件数が168件、被害総額が約11億758万円となってい

ます。

件数 被害額

SNS型投資 102件 約6億4,726万円

投資名目 43件 約4億 449万円

ロマンス名目 23件 5,584万円
ロマンス

総合計 168件 11億 758万円

ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止対策

急増するＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止対策として、

◇ ＳＮＳで知り合った「見えない相手」との個人間にお

ける投資話や現金のやりとりは、詐欺の可能性が非常に

高く、危険であること

を県民に広く理解していただくために、

— 被害に関する速やかな情報発信

— 被害発生状況等に応じた効果的な広報啓発

・県民に対する効果的な広報啓発

・インターネット・リテラシーの向上を図る取組

— 金融機関等における水際対策

を推進しています。

ニ セ電話詐欺等 の被 害防 止 対策 ②
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［県内の過去５年間における役割別・実行犯検挙状況（人 ］）

章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

実行犯検挙と助長犯検挙の推進
ニセ電話詐欺撲滅に向け、実行犯検挙と助長犯検挙を推進しています。

実行犯検挙状況

ニセ電話詐欺は、
— 口座から被害金を払い出す『出し子』
— 被害者から直接現金やキャッシュカード等を受け取る『受け子』
— 出し子や受け子を監視する『見張り役』
— 出し子や受け子に指示を出す『指示役』
— だましの電話を架ける『架け子』
— だまし取った現金を出し子等から回収したり、運搬したりする
『回収・運搬役』

— 出し子や受け子などを組織に勧誘する『リクルーター』
— これらの全てを統括する『首魁』
その他、電話や名簿を用意する道具調達役や運転手役などの「実行犯」で構成される犯

罪者グループにより敢行される犯罪であり、令和６年中は本県内において出し子１人、受
け子２人、リクルーター１人の合計４人を検挙しました。
なお、SNS型ロマンス詐欺の被疑者については、３人を検挙しました。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

出 し 子 1 1

受 け 子 5 4 3 2

見 張 り 役

指 示 役 2

架 け 子

回収・運搬役 1

リクルーター 1 1

首 魁

そ の 他 1 3

合 計 5 5 5 6 4

助長犯検挙状況

『助長犯』とは、ニセ電話詐欺を助長する犯罪のことで、
— 他人に通帳やキャッシュカードを譲り渡す目的で銀行口座を開設
する口座開設詐欺

— 他人に通帳やキャッシュカードを譲り渡す行為
— （犯罪による収益の移転防止に関する法律違反）
— 他人に譲り渡す目的で携帯電話を契約する携帯電話契約詐欺
— 犯罪収益を収受、隠匿する組織的犯罪処罰法違反

などが挙げられます。
令和６年中は、本県内において37人の助長犯を検挙しました。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

口 座 開 設 詐 欺 12 4 2 4 5

犯罪収益移転防止法 25 24 30 23 32

携帯電話契約詐欺 1 3 1

組織的犯罪処罰法 1

合 計 38 28 36 28 37

ニ セ電話詐欺撲滅 に 向 け た 取 組

［県内の過去５年間における罪種別・助長犯検挙状況（人 ］）
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

ストーカー・配偶者暴力等（ＤＶ）対策の推進
ストーカー・配偶者暴力等（ＤＶ）の恋愛感情等のもつれに起因する暴力的事案につ

いては、被害者及びその家族等の安全を最優先とした保護対策を推進しており、被害者

に対しては、被害実態に応じた防犯指導、防犯カメラの貸出し等の援助を実施するとと

もに、加害者に対しては、被害者の意向に配意しながら、口頭注意、事件検挙、禁止命

令等の行政処分を行うなど、再被害防止に努めています。

ストーカー相談等の受理状況

— 令和６年中のストーカー相談・届出の受理件数は

255件(前年比－56件)である。

— 被害者は女性が約90％（229人）を占めている。

— 被害者、加害者ともに20代が多い。

ストーカー事案に対する措置状況

▮ ストーカー規制法に基づく措置
— ストーカー規制法違反による検挙 20件

— 禁止命令（行政処分） 54件

— 禁止命令等延長処分 ２件

— 警告（警告書を交付） ７件

— 被害者への援助の実施 246件

▮ ストーカー規制法以外の措置
— 暴行、傷害等による検挙 16件

— 加害者への口頭注意 195件

ＤＶ相談等の受理状況

— 令和６年中のＤＶ相談・届出の受理件数は404件

(前年比－66件)である。

— 被害者は女性が約85％（344人）を占めている。

— 被害者、加害者はともに30代が多い。

ＤＶ事案に対する措置状況

▮ ＤＶ防止法に基づく措置
— ＤＶ防止法（保護命令）違反による検挙 0件

— 保護命令通知受理件数 22件

— 被害者への援助の実施 268件

▮ ＤＶ防止法以外の措置
— 暴行、傷害等による検挙 59件

— 加害者への口頭注意 382件

ス ト ー カ ー ・ Ｄ Ｖ 被 害 防 止対 策

［ＤＶ加害者の年齢[単位(人)]］

［ストーカー加害者の年齢[単位(人)]］

［ＤＶ被害者の年齢[単位(人)]］

［ストーカー被害者の性別[単位(人)］］

［ＤＶ被害者の性別[単位(人)]］

[ストーカー加害者の年齢[単位(人)]]
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

少年非行の概況

令和６年中、県内では刑法犯少年226人、特別法犯少年14人、不良行為少年2,413人を検

挙・補導しました。

▮ 刑法犯少年

刑法犯少年の検挙・補導人員は減少傾向が続いて

いましたが、令和５年から増加に転じ、令和６年は

226人でした。

罪種別では、窃盗犯が最多（全体の54.9％ 、次）

（ ） 。いで粗暴犯 全体の13.3％ 等の順となっています

初発型非行と呼ばれる手口の万引き、自転車盗、

オートバイ盗及び占有離脱物横領が、全刑法犯少年

の45.1％を占めています。

学職別では、中学生と高校生が63人で最も多く、

次いで有職少年が41人等の順でした。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

刑法犯少年 141 143 127 191 226

特別法犯少年 24 27 27 31 14

不良行為少年 2,557 2,129 1,734 2,424 2,413

▮ 特別法犯少年

罪種別では、児童買春・児童ポルノ法違反が６人

で最も多く、次いで軽犯罪法違反が３人等の順とな

っています。

学職別では、中学生が６人で最も多く、次いで高

校生が３人等の順でした。

▮ 不良行為少年

行為別では喫煙が1,362人で最も多く、次いで深

夜はいかいが498人となっており、この２つで全体

の約77％を占めています。

学職別では、有職少年が901人で最も多く、次い

で高校生が617人、無職少年が422人等の順でした。

少年 の非 行概 況 と福 祉 犯の 取締 り

［過去５年間の少年非行概況］

［初発型非行］

［刑法犯 罪種別］

［特別法 罪種別］
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

非行少年を生まない社会づくりに向けた取組

警察では、非行の前兆となる少年の問題行動などを早期に発見し、適切な対応を図るこ

とで非行化を防ぎ、また非行に走った少年に積極的に手を差し伸べ、その立ち直りを支援

、 、 。するなど 少年の非行防止や保護対策を通じて 少年の健全育成活動に取り組んでいます

▮ 少年サポートセンターによる継続補導及び少年の立ち直り支援活動
少年相談、街頭補導及び関係機関からの引継ぎなどを通じて

把握した非行などの問題行動を有する少年及び被害少年、その

保護者等に対し、再非行防止のため面接、家庭訪問及び関係機

関と連携した各種少年の立ち直り支援活動を継続的に実施して

います。

▮ 非行防止・薬物乱用防止教室等の開催
児童生徒の規範意識の醸成のため、ＳＮＳを含むインターネ

ットの適正な利用について指導する情報モラル教室、薬物乱用

防止広報車「あすなろう号」やＤＶＤなどの視聴覚資材を活用

した薬物乱用防止教室などを開催しています。

▮ 有害環境の浄化活動
街頭補導や立入調査などを通じて、有害な図書や営業等の発

見に努め、店舗などの関係者に対する指導や協力依頼、関係機

関への連絡や通報など少年を取り巻く有害環境の浄化活動を行

っています。

児童虐待事案の概況

▮ 令和６年中における児童虐待事案の通告状況
令和６年中は、864人の児童を児童相談所に通告しました。

下の表のとおり、令和６年中の児童虐待通告件数及び通告児

童人員数が減少していますが、近年の傾向としては増加傾向に

あります。

また、通告児童人員のうち虐待行為の態様別では、心理的虐

待が558人と全体の約64.6%を占めており、学職別では未就学と

小学生で約77.2%を占めています。

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

児童虐待認知件数 273 284 340 550 482

通告児童人員数 470 473 600 975 864

▮ 警察官と児童相談所職員との合同研修会の実施
警察官と児童相談所職員の児童虐待業務に対する現場対応能

力の向上及び相互理解の促進を図るため、平成27年から毎年、

合同研修会を開催しており、令和６年７月及び11月には、児童

虐待家庭への臨検・捜索を想定した合同訓練（ロールプレイン

グ）を実施しました。

少年 の非 行防 止 ・ 保 護 対 策

＜農業体験活動の様子＞

＜非行防止教室の様子＞

＜合同訓練の様子＞

［過去５年間の認知件数等］

［通告児童 学識別］

［虐待行為 態様別］
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

生活経済事犯
令和６年中の県内における生活経済事犯の取締り状況は、検挙事件が48事件（前年比

－37件 、検挙人員が45人（前年比－44人）となり、検挙事件数・検挙人員ともに減少し）

ています。

▮ 利殖勧誘事犯

利殖勧誘事犯の検挙は、４事件（前年比±０件）４人（前年比±０件）でした。

主な事件としては、会社員の被疑者が現金をだまし取ろうと考え、真実は受領した現金

を株式投資に運用する意思がなかったのに、それを秘し、被害者に対して、株式運用に出

資すれば運用利益を得られる旨うそを言い、現金をだまし取った投資による資産運用名目

の詐欺事件です。

▮ ヤミ金融事犯

ヤミ金融事犯の検挙は、15事件（前年比－11件）12人（前年比－７人）でした。

主な事件としては、無登録で貸金業を営業した貸金業法違反事件や、融資を受ける名目

で犯罪に使われることを知りながら、通帳を譲渡した犯収法違反事件です。

▮ 知的財産権侵害事犯

知的財産権侵害事犯の検挙は、３事件（前年比＋１件）１人（前年比－２人）でした。

主な事件としては、著名なブランドのロゴを不正利用し製作したステッカー等を販売目

的で所持していた商標法違反事件です。

▮ その他諸法令事犯

その他諸法令事犯の検挙は、６事件（前年比±０事件）５人（前年比－１人）でした。

主な事件としては、令和６年８月、国土交通大臣の承認を受けないで、人口密集地の上

空で、遠隔操作により、無人航空機（ドローン）を飛行させた航空法違反事件などです。

生活 経済事犯の 取締 り

[令和６年中の生活経済事犯検挙状況]
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章４ 犯罪の未然防止に向けた取組

サイバー犯罪の情勢
インターネットが国民生活の一部となる一方で、サイバー空間における犯罪は悪質・

、 、 、 「 」巧妙化しており 近年の世論調査によると サイバー空間は 今や 不安を感じる場所
として国民に認識されています。

サイバー犯罪の現状
令和６年中のサイバー犯罪検挙件数（検挙人員）は113件（69人）で、前年比+36件（+17人）

となっています。

▮ 主な検挙事件（令和６年）
— 後払い決済サービスを利用した電子計算機使用詐欺等事件
後払い決済サービスのアカウント正規利用権者に無断

でスマートフォンを購入の上、売却して組織的に犯罪収
益を得た事件（電子計算機使用詐欺・組織的犯罪処罰法
違反事件）

— 遠隔操作ソフトウェアを利用した電子計算機損壊等業
務妨害等事件
自宅から遠隔操作ソフトウェアを利用して元職場のパ

ソコンに接続した上で、パソコン内のアプリケーション
ソフトを削除し、また、ショッピングサイトにおいて元
職場宛に中古パソコンを配達させる虚偽の購入注文をし
た事件（電子計算機損壊等業務妨害・私電磁的記録不正
作出、同供用事件）

サイバー犯罪に関する相談状況
令和６年中のサイバー犯罪に関する相談受理件数は

、 。 、3,358件で 前年比+10件となっています 令和３年以降は
サイバー犯罪に関する相談件数が3,000件を超えており、
警察安全相談の12％程度の割合で推移しています。

サイバー犯罪被害防止に向けた取組

▮ サイバー防犯ボランティア事業の推進
ＩＴ専門家から講義を受けて専門的な知識を習得した高校生等が小中学生等に授業を行

うサイバーセキュリティボランティア事業について、令和６年中は、県内12のボランティ
ア校が合計44回、4,083名の児童・生徒に授業を行いました。本事業の功績から県立松浦
高等学校が総務大臣奨励賞を受賞しました。また、情報通信技術の知識を有する大学生の
サイバーテクニカルボランティア事業について、フィッシングや闇バイトに関するサイバ
ーパトロールを実施し、サイバー空間の浄化活動に取り組んでいます。

▮ 官民連携の推進
サイバーセキュリティに取り組む機関・団体と締結している「長崎

県サイバーセキュリティに関する相互協力協定」の機関と連携したセ
ミナーの開催やサイバーセキュリティ対策を掲載した広報物の掲示な
ど、官民連携によるサイバーセキュリティを推進しています。

▮ 情報発信活動の推進
あらゆる年齢層に情報発信が可能なＳＮＳにおいて、サイバー犯罪

対策課公式キャラクターを活用したクイズや四コマ漫画など創意工夫
を凝らした情報発信活動を行い、県民全体の意識向上と被害防止対策
に取り組んでいます。

サ イバー犯罪対策

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

件数 67 60 126 77 113

人員 50 47 93 52 69
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章５ 犯罪情勢と各種捜査活動

刑法犯の認知及び検挙状況
令和６年中の刑法犯の認知件数は4,009件で、前年に比べて223件増加しました。

犯罪率（人口10万人当たりの刑法犯認知件数）は316.4件で、全国で少ない方から５番

目でした。

令和６年中の刑法犯の検挙件数は2,275件で、前年に比べて91件増加しました。

検挙率は56.7パーセントで、全国で高い方から10番目でした。

凶悪犯の状況

令和６年中の凶悪犯（殺人、強盗、放火、不同意性交等）の認知件数は48件で、前年に

比べて１件増加しました。

凶悪犯の検挙件数は45件で、検挙率は93.8パーセントでした。

令和６年中に検挙した主な凶悪事件は
— 西彼杵郡長与町における親子間の殺人事件

— 長崎市西海町における外国人同士の殺人事件

— 長崎市内の路上における強盗・不同意性交等事件

等がありました。

窃盗犯の状況

令和６年中の窃盗犯の認知件数は2,132件で、前年に比べて３件増加しました。

窃盗犯は、全刑法犯の53.2パーセントを占め、一日平均約６件の割合で認知したことに

なります。

窃盗犯の検挙件数は1,268件で、検挙率は59.5パーセントでした。

令和６年中に検挙した主な窃盗事件は、

— 長崎、佐賀両県内における少年犯罪グループによる住宅対象の連続侵入窃盗事件

— 長崎県内における夜間に犯行する住宅対象の連続侵入窃盗事件

— 九州、中国、中部地方における農村地区対象の連続侵入窃盗事件
等がありました。

知能犯の状況

令和６年中の知能犯の認知件数は706件で、前年に比べて186件増加しました。

令和６年中に検挙した主な知能犯事件は、
— 第50回衆議院議員総選挙における公職選挙法違反事件

— 架空金融商品預入名目の詐欺告訴事件

— 営業担当社員による業務上横領告訴事件

等がありました。

犯罪 の情 勢 と 捜 査活 動

［ ］刑法犯罪種別の認知件数 ［年次別刑法犯の認知・検挙件数］
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章５ 犯罪情勢と各種捜査活動

最近の暴力団情勢

全国の暴力団勢力は、令和６年12月末現

在、約１万8,800人を把握しており、前年

に比べ約1,600人減少しています。

県内においても全国と同様、令和６年12

、 、月末現在 ８組織約100人を把握しており

前年に比べ減少しています。

取締りや暴力団排除活動等により、暴力

団は年々減少しているものの、全国では、

対立抗争に起因すると思われる事件が発生

しており、また、準暴力団等の犯罪者グル

ープによると見られる犯罪も発生していま

すので、県民の安全・安心を守るために警

戒を強化しています。

暴力団取締状況

長崎県警察では令和６年中、暴力団員等

20人を検挙しています。

罪種別では、凶悪犯が７人、暴行・傷害

や窃盗・詐欺等の刑法犯が７人、覚醒剤取

締法違反や銃刀法違反等の特別法犯が６人

でした。

暴力団対策法の運用

暴力団対策法により、指定暴力団員がその所属する

指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為は禁止

されています。

主な禁止行為としては、

— 寄付金等の名目による不当贈与要求行為

— みかじめ料・用心棒代の要求行為

— 暴力団への加入強要・暴力団からの脱退妨害

などがあります。

令和６年中、暴力団対策法の運用は、中止命令２件

でした。

暴力 団の 取締 り

［長崎県内の暴力団勢力］

［罪種別検挙状況］
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５章 犯罪情勢と各種捜査活動

関係機関と連携した資金獲得活動の封圧

暴力団勢力は、暴力団犯罪の徹底検挙、暴力団対策法での規制、官民一体となった暴力

団排除対策を推進してきた結果、年々減少しています。

一方で、暴力団は資金源獲得活動を多様化させて組織の生き残りを図っており、暴力団

の弱体化・壊滅のためには資金獲得活動を封圧することが重要となっています。

警察では、関係機関と連携し、警察が保有する暴力団に関する情報の積極的かつ適切な

提供等を行うことで、許可営業、公共事業等から暴力団排除を行っています。

職域及び地域における暴力団排除活動に対する支援

警察では、地域住民・各事業者に対する暴力団排除活動の指導及び支援 （公財）長崎、

県暴力追放運動推進センター、弁護士会、各地区暴力追放運動推進協議会等の関係機関・

団体と連携した活動を行うことで、社会全体で暴力団を排除する気運を高める活動を行っ

ています。

令和６年10月17日、佐世保市において、地域安全・暴力追放運動「安全・安心まちづく

り長崎県大会」を関係機関と共催で開催し、約500人の暴力追放団体等の関係者に御参加

いただきました。同大会では、暴力追放運動に貢献された４名に対する表彰や本県出身の

落語家による創作落語の披露を通じて暴力団排除の必要性について呼びかけを行いました。
、 、 「 」また 令和６年12月４日 長崎市内において行われた 令和６年冬巡業大相撲長崎場所

において、主催者等の協力を得て、来場者に暴力団排除広報を行いました。

行政機関等及び企業に対する違法又は不当な行為の排除

警察では、暴力団員等が不正な利益を得る目的で行政機関

・各企業を対象として行う違法又は不当な行為を排除するた

め （公財）長崎県暴力追放運動推進センター、長崎県弁護、

士会と連携し、不当要求防止責任者講習等暴力団員等による

不当要求事案に対する対応力向上のための講話を実施すると

ともに、暴力団等との関係遮断に取り組む企業等に対しての

支援を行っています。

暴力団被害の防止及び被害者への支援

警察では、暴力団員等が関係する多種多様な相談を受理し、相談の内容に応じ、事件検
挙、暴力団対策法や長崎県暴力団排除条例での規制、暴力団排除を推進する地域住民や事

業者等の保護、長崎県弁護士会等適切な関係機関への引継ぎを行うなどして被害の未然防

止と被害者等の保護及び救済を行っています。

[過去５年間における暴力団関係相談受理状況]

年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

受理件数 260件 205件 226件 90件 77件

暴力 団排除活動

＜大相撲長崎場所での広報＞＜県大会開催状況＞

＜講話実施状況＞

＜イベントにおける広報＞
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［過去３年間における薬物事犯の検挙状況（人 ］）

［県内における拳銃押収状況］

章５ 犯罪情勢と各種捜査活動

治安の根幹を揺るがす覚醒剤や拳銃

薬物対策

覚醒剤をはじめとする薬物の乱用は精神と身体の両面を破壊し、周囲

の人をはじめ社会全体に害悪を及ぼすものです。

違法な薬物は中枢神経に作用することから 「一度だけ」という好奇、

心や遊びのつもりでも、薬物の依存性と耐性によって、自分の意思では

やめることができなくなります。

薬理作用による幻覚や妄想等により、凶悪な犯罪や重大な交通事故等

を引き起こすこともありますし、違法薬物の購入資金を得るための犯罪

も発生しているため、薬物乱用は乱用者本人のみならず、周囲の人、更

には社会全体に害悪を及ぼす重大な犯罪なのです。

警察においては 「供給の遮断」と「需要の根絶」の両面から総合的、

な薬物対策を推進しています。

▮ 薬物事犯の取締り状況

令和４年 令和５年 令和６年

覚 醒 剤 10 23 15

大 麻 25 19 32

麻 薬 等 4 2 2

総 数 39 44 49

男女別 初・再犯別 少年 違反態様別

男 女 初犯 再犯 犯罪 使用 所持 密輸 栽培譲受渡

覚 醒 剤 13 2 3 12 0 9 5 1 0

大 麻 30 2 24 8 1 28 0 3 1

麻 薬 等 2 0 2 0 0 0 2 0 0

銃器対策

全国的には、暴力団対立抗争等に伴う拳銃発砲事件が発生しており、日常生活に大きな

脅威を与えています。

令和６年中、本県においては拳銃発砲事件はありませんでしたが、拳銃６丁を押収して

おり、いまだ、県内に違法銃器が潜在している可能性があることから取締りを強化してい

ます。

平成２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

押 収 丁 数 3 2 0 3 6

う ち 暴 力 団 0 0 0 0 1

警察では、安心して暮らすことのできる社会を守るため、関係取締機関等と合同での街

頭キャンペーンも実施するなど違法銃器根絶に向けた活動を推進しています。

［令和６年中に検挙された者の内訳（人 ］）

総合 的な薬物 ・ 銃 器 事 犯対 策

＜覚醒剤＞

＜大麻草＞
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章５ 犯罪情勢と各種捜査活動

犯罪鑑識とは、事件の現場などから犯罪に関係するあらゆる資料を発見・採取すると

ともに、採取した資料に科学的・合理的な検討を加えて、犯人の特定、事件の証明を行

う活動です。

現場鑑識活動

事件や事故が発生した場合は現場へ急行し、犯罪の証拠

を入念に調べ、写真撮影や指掌紋、足痕跡、科学的資料の

採取等を行います。

採取した各種資料については対照や鑑定を行い、その結

果により犯人を割り出したり、犯人の犯行状況を明らかに

します。

現場鑑識活動は各種事件等の捜査において中心的な役割

を果たしており、犯罪鑑識の原点です。

捜査用似顔絵

捜査用似顔絵は目撃者が記憶している犯人の特徴を目に

見える形にして共有できるため、非常に有効な捜査手法です。

警察では、希望する職員を対象とした講習会のほか、似

顔絵の作成技能が特に優れた者の中から選抜された「似顔

絵捜査官」を対象として研修会を開催し、組織全体の技能

向上を図っています。

警察犬

科学技術がめざましい発展を遂げている中、優れた嗅覚

力を持つ警察犬は、依然として事件の捜査や行方不明者の

捜索など様々な警察活動において効果を発揮しており、年

々その必要性や重要性は高まっています。

警察では、民間で飼育・訓練されている犬を審査し、優

秀な犬を警察犬として嘱託しており、現在は７頭を「嘱託

警察犬」として運用しています。

鑑識技能の向上

鑑識の技能は鑑識専務員だけでなく、基礎的なものにつ

いては現場に臨場する全警察官が習得していなければなり

ません。

鑑識課では県下の全警察署を巡回して教養を実施し、署

員の鑑識技術向上を図るとともに、警察学校に入校してい

る若手警察官に対しても教養及び技能検定を行い、県警全

体の鑑識技能向上と後継者育成に努めています。

犯罪 鑑識

＜現場鑑識活動（実習）＞

＜捜査用似顔絵講習会＞

＜嘱託警察犬＞

＜鑑識教養＞
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章５ 犯罪情勢と各種捜査活動

科学捜査研究所には法医係、化学係、物理係及び文書・心理係があり、それぞれの鑑

定技術者が、事件の犯人や事故原因などを明らかにするため、鑑定や分析を行っています。

▮ 法医係 ▮ 化学係

現場に残された血液等から個人識別を行う 大麻、麻薬、覚醒剤等の乱用薬物、睡眠

ＤＮＡ型鑑定やビデオ、写真等の異同識別を 薬や農薬等の薬毒物、放火に使用された油

行う顔画像鑑定などを行っています。 類、落書きに使用された塗料など、幅広い

鑑定を行っています。

▮ 物理係 ▮ 文書・心理係

火災・爆発事件の発生原因の究明、凶悪犯 筆跡鑑定や印刷物・通貨の真偽鑑定、犯

罪で使用された銃の特定や、防犯カメラ等に 人が事件に関する事柄を記憶しているかに

写された人物、車両等の特定を行う画像解析 ついて調べるポリグラフ検査などを行って

などの鑑定を行っています。 います。

科学 捜査研究所

＜ＤＮＡ定量装置＞

＜燃焼実験＞

＜Ｘ線マイクロアナライザ＞

＜文書鑑定システム＞
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章６ 交通警察活動

令和６年中の交通事故の発生状況

令和６年中の交通事故の発生状況は、発生件数2,416件（前年比－223件 、死者数26人）

（同－10人）、負傷者数2,983人（同－334人）で、発生件数、負傷者数は２年ぶりに減少し、

平成元年以降最少、死者数は交通事故統計が開始された昭和23年以降最少となりました。

警察では、県民の皆さまを悲惨な交通事故から守り、安全で安心な長崎県のために、高

齢者や歩行者をはじめとする総合的な交通死亡事故抑止対策を推進しています。

令和６年中の交通死亡事故の主な特徴

▮ 高齢者の死者数は全死者数の約7割以上を

占める

高齢者の死者数は19人で、前年と比べて２人

減少しました。

このうち、車両運転中及び歩行中等の死者数

、 。は減少し 車両同乗中の死者数は増加しました

▮ 歩行者の死者数のうち道路横断中に発生

した事故が高い割合を占める

歩行者の死者数は11人で前年と比べて３人減

少し、全死者数に対して、約４割と依然として

高い割合を占めています。

このうち、９人は道路横断中に発生した事故

による死者でした。

▮ 高齢運転者が加害者となる事故の死者数

が全死者数の半数を占める

高齢運転者が加害者となる事故の死者数が13

人で、全死者数の半数を占めています。

交通 事故 の情 勢

［過去５年間における交通事故発生状況の推移］
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章６ 交通警察活動

交通安全教育の推進状況

対 象 実施回数 受講者数▮ 参加・体験・実践型の安全教育

一 般 2,837回 116,561人警察では、関係機関・団体と連携しながら、各年

高 齢 者 795回 36,605人齢層に応じた交通安全教育を実施しています。

高 校 生 47回 8,291人参加・体験・実践型の安全教育とは、ＤＶＤ等の

中 学 生 34回 3,684人視聴覚教材、模擬信号機、運転・歩行・自転車シミ

小 学 生 520回 31,860人ュレータ等の交通安全教育資機材を活用して、交通

幼 児 347回 13,368人事故が発生する状況等を擬似的に体験するものです。

そ の 他 83回 5,974人

合 計 4,663回 216,343人

▮ 横断歩行者の交通事故抑止

本県の横断歩道横断中の交通事故件数（人口10万人

当たり）は全国平均を上回っており、また、信号機の

ない横断歩道での一時停止率は、全国平均を下回って

いることなどから、横断歩行者の交通事故抑止を図る

ため、

— 運転者に対する「横断歩道「止まらんば運動 」」

— 歩行者に対する「安全横断「手のひら運動 」」

を推進しています。

交通 安全教育の 推進

＜スケアード・ストレイト技法による交通安全教育＞ ＜自転車シミュレータによる交通安全教育＞

※その他（大学生・若年層・外国人）

［令和６年中の交通安全教育実施状況］
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章６ 交通警察活動

交通指導取締り状況

、「 」 「 」警察では 悪質性・危険性・迷惑性の高い違反 や 住民から取締り要望がある違反

に重点を置き、交通事故抑止に資する交通指導取締りを行っています。

令和６年中における「悪質性・危険性・迷惑性の高い違反」については、11,111件（前

年比－1,553件）を検挙しています。

令和６年
区 分

前年比

無免許運転 158 +3

飲酒運転 280 +21

速度超過違反

（30km/h以上、 121 +31

高速道等40km/h以上）

横断歩行者等妨害等違反 1,070 -327

信号無視 2,023 -316

一時不停止 6,165 -1,015

駐停車違反(※) 1,294 +50

▮ 暴走族の実態

長崎県内では、令和６年中、暴走族を１グループ把握していましたが、このグループの

構成員複数名を、共同危険行為等の禁止違反にて検挙し、令和６年12月にグループを解散

。 、 。させています その他 少人数によるゲリラ的な爆音走行を行う常習者を把握しています

また、旧車會と呼ばれる暴走族風に改造した旧型の自動車等を運転する者のグループが

県内でも認められるため、取締りを強化しています。

交通事故事件捜査状況

▮ ひき逃げ事件の発生検挙状況

令和６年中のひき逃げ事件の発生件数は23件（前年比－６件 、検挙件数は24件（前年）

比＋２件）でした。

※検挙件数には、令和６年以前に発生したひき逃げ事件の検挙件数を含みます。

▮ 危険運転致死傷罪の検挙状況

令和６年中の危険運転致死傷罪の検挙件数は８件（前年比－１件）でした。

▮ 交通特殊事件の検挙状況

令和６年中に検挙した主な交通特殊事件は、

— 有印公文書偽造・同行使、詐欺未遂事件

などがありました。

交通 秩序 の維 持 活動

※駐停車違反＝駐停車違反告知件数＋確認標章取付件数

［悪質性・危険性・迷惑性の高い違反の取締り状況］
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章６ 交通警察活動

交通規制及び交通安全施設の整備状況
令和６年中は、通学路、生活道路、歩行者保護のための交通安全対策及び交通の円滑

化を図るとともに、新設道路の供用開始等に合わせ、交通信号機、横断歩道、大型標識
などの整備を行いました。

主な交通規制の実施状況

— 通学路や生活道路対策として、学校教育委員会及び道路管理者と連携した合同点検に
基づき、横断歩道や交通信号機等の整備を行いました。

— 地域の利便性を考慮した、交通実態の変化に即した交通規制の見直しなどを行いました。
— 物理的デバイスを追加したゾーン30プラスの整備を道路管理者と連携して行いました。
（県内では、ゾーン30整備41か所（うち、ゾーン30プラス整備６か所)）

主な交通安全施設の整備状況

▮ 交通管制センターと交通情報の提供

▮ 交通信号機
交通事故防止のため信号機を設置するとともに、道路交通実態の変化などに伴って必要

性が低下した信号機については、地域の方々の意見を聞きながら撤去を行いました。

＜信号機撤去か所の事例（浦上署：長崎市平野町）＞

▮ 道路標識・道路標示

※ 交通規制を見やすく、分かりやすくするため、ＬＥＤが内蔵された道路標識や道路標
示などの整備を進めています。

交通 環境 の整 備

＜交通管制センター＞

情報の収集

・車両感知器
・交通流カメラ
・パトカー等

 情報の提供

・ラジオ放送
・交通情報板
・光ビーコン
（VICS対応ｶｰﾅﾋﾞ）

安全で円滑な
交通流の形成

・信号機の制御                                    

【撤去前】 【撤去後】

＜大型反射式＞ ＜自発光式＞ ＜自発光式道路鋲＞
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章６ 交通警察活動

本県の運転免許人口

、 、 。本県の運転免許人口は 令和６年末現在821,543人で 前年より4,999人減少しています

試験場コースの開放

運転免許試験場では、運転技能向上の機会として、

、毎月第２・４日曜日に試験場のコースを開放しており

令和６年中は、394人が利用しました。

運転免許証更新手続き（日曜窓口の状況）

運転免許試験場及び長崎運転免許センターでは、運転免許証更新手続の日曜窓口（運転

免許試験場は毎週、長崎運転免許センターは第２、第４日曜日）を開設しており、令和６

年中は27,747件（全更新者の15.0%）が利用しました。

行政処分

令和６年に県内で行った運転免許の行政処分数は、1,305件で前年に比べ161件増加しま

した。

— 取消処分419件のうち256件（61.1%）が飲酒運転によるものです。

— 停止処分886件のうち56件（6.3%）が飲酒運転によるもの、150件（16.9%）が速度違反

によるものです。

運転 免許

免許証の交付

新規免許 更新免許 再交付免許 国際免許
区 分 免許人口

令和５年 826,542 18,536 177,905 4,183 922

令和６年 821,543 17,763 185,578 4,122 1,026

増 減 -4,999 -773 +7,673 -61 +104

取 消 処 分
停止処分区 分

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 計

令和５年 90 229 11 10 15 0 2 2 1 2 362 782

令和６年 109 257 14 14 15 3 1 1 0 5 419 886

+19 +28 +3 +4 0 +3 -1 -1 -1 +3 +57 +104増 減 ±
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章７ 災害対策とテロへの備え

各種災害への取組
長崎県は、これまで諫早大水害や長崎大水害、雲仙普賢岳噴火災害などの大規模自然

災害を経験しており、全国的にも東日本大震災、令和６年能登半島地震のような大規模

な自然災害が発生しています。警察では突発的な災害の発生に備え、人命を第一とした

災害対策を進めています。

自然災害発生状況

▮ 全国の発生状況
令和６年度は、大雨、台風、地震などによる

被害が各地で発生しました。

特に石川県能登半島地方では、１月の地震に

続き９月には大雨により甚大な被害が発生しま

した。

▮ 長崎県内の発生状況
県内においては、令和３年に死者を伴う自然

災害が発生しました。

令和６年中は、８月の台風10号により負傷者

９人の被害が発生しました。

災害に備えた体制の整備

▮ 事前対策
各種災害の発生に備え、災害危険箇所の点検、救助用装備

資機材の整備、防災関係機関との情報交換などを行っていま

す。

▮ 防災訓練
事前対策と併せて、各種防災訓練に参加し、救出・救助技

術の向上を図るとともに、関係機関・団体との連携強化に努

めています。

警察災害派遣隊

警察では、大規模災害発生時、直ちに全国の被災地へ派遣

され救出救助等に従事する「広域緊急援助隊」や、災害対応

が長期化する場合に派遣される一般部隊により編成した「警

察災害派遣隊」を設置し、万一の災害に備えています。

令和６年能登半島地震では、救出救助活動や警戒活動のた

め被災地に部隊を派遣しました。

長崎県警察航空隊

長崎県警察航空隊は、災害対応における機動力の中核とし

て位置づけられ、災害発生時には、被害情報の収集に当たる

などの任務に従事します。

令和６年能登半島地震では、石川県において上空から被害

情報の収集に当たるなどの災害警備活動に従事しました。

大規 模災害対策

＜警察用航空機「さいかい」＞

＜長崎県総合防災訓練（長崎市）＞

＜石川県での活動＞

（令和６年12月31日現在 長崎県統計）

［県内の災害発生状況］
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章７ 災害対策とテロへの備え

警察におけるテロ対策
。 、 「 」 。テロは多くの犠牲を生みます そのため テロ対策の要諦は 未然防止 にあります

また、テロが発生した場合には、被害を最小限に食い止め、二次被害を防止し、犯人を

制圧・検挙することが必要です。警察では、未然防止と事態対処の両面からテロ対策を

推進しています。

官民一体となったテロ対策

テロ対策は、警察による取組のみでは十分ではありません。関係機関、民間事業者、地域

、 。住民の方々と警察が緊密に連携し 官民が一体となってテロ対策を推進する必要があります

このため、警察では、テロ対策に関する様々な官民連携の枠組みに参加しています。

▮ 「テロ対策パートナーシップ長崎」
本県では「テロを許さない社会の実現」という理念

の下、官民一体となったテロ対策を推進するため「テ

ロ対策パートナーシップ長崎」を設立し、関係機関

や民間事業者との情報共有や訓練等を実施していま

す。

▮ 爆発物の製造防止対策

違法な爆発物の製造を防止するため、爆発物の原料となり得る化学物質の入手を防ぐ

取組も官民の連携により推進しています。警察では、これらを販売する事業者に対し、

販売時の本人確認や使用目的を確認するように要請するほか、不審な購入者への対処要領

などを教示しています。

また、ホテル、レンタカーなどの事業者に対しても、顧客に対する本人確認の徹底等の

働きかけを行い、テロリストによる悪用の防止を図っています。

関係機関と連携した水際対策

長い海岸線を有する本県においては、テロリストの侵

入を防ぐため、沿岸部における警戒や国際海空港におけ

る出入国審査、輸出入貨物の検査などの水際対策に万全

を期す必要があります。警察では、海上保安庁や出入国

在留管理庁、税関等の関係機関と連携し、各種事案を想

定した訓練に取り組んでいます。

重要施設等に対する警戒警備の強化

警察では、県内の重要施設に対する警戒警備を強化するとともに、公共交通機関や大規

模集客施設等の不特定多数の人が集まる施設に対しても自主警備の強化を働きかけるなど

して、テロの未然防止に向けて各種対策を推進しています。

国民文化祭等の開催に向けた取組

令和７年は、大阪・関西万博や、本県における国民文化祭の開催も予定されており、こ

うした大規模な行事についてはテロの標的となり得る可能性もあることから、官民一体と

なったテロの未然防止対策を強力に推進しています。

テ ロ 対 策の推 進

＜関係機関とのテロ対策訓練＞

＜テロ対策パートナーシップ長崎（定例会）＞
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章７ 災害対策とテロへの備え

警察では、令和４年７月８日に奈良県下で発生した「安倍晋三元内閣総理大臣に対す

る銃撃事件」や令和５年４月15日に和歌山県下で発生した「岸田文雄前内閣総理大臣に

対する爆発物投てき事件」などを受け、主催者や管理者等と連携し、警護現場における

安全対策の強化を図っています。

警護現場における安全対策に御理解と御協力を

▮ 手荷物検査等への御協力

警護現場における安全を確保するため、参加者や

聴衆等お集まりの方に対して、主催者や警察官が手

荷物検査や金属探知機による保安検査を求めること

があります。

会場によっては、リュックサックや手提げかばん

等を会場内に持ち込めない場合もありますので、事

前に手荷物を減らし、時間に余裕をもって来場して

いただくなど、手荷物検査等の安全対策への御理解

と御協力をお願いしています。

▮ 警察による声掛け・職務質問への御協力

警護現場における安全を確保するため、参加者や聴衆等お集まりの方、また付近を通行

されている方などに対して、警察官が声かけや職務質問を行う場合があります。

その際は、身分確認や所持品検査などの安全確保に対する御理解と御協力をお願いして

います。

▮ 不審物・不審者発見時の御協力

警護現場において、持ち主の分からない物を発見したり、落ち着きがない人や警護対象

者に無理に近づこうとする人などを見かけた場合は、近くの警察官にお知らせいただきま

すよう、御協力をお願いしています。

▮ 避難等の緊急事態における御協力

警護現場において、事件事故などの危険な事態が発生した場合は、主催者や警察官等が

行う避難誘導に従い、落ち着いて行動していただきますよう御協力をお願いしています。

大規模警護に向けて

令和６年10月の第 50回衆議院議員解散総選挙で

は、候補者応援のため多くの要人が来県しました。

また、毎年８月９日の長崎原爆犠牲者慰霊平和祈

念式典には多くの要人が参列し、令和７年には被爆

80周年を迎えるため、さらなる要人の来県が予想さ

れます。

このような大規模な要人警護につきましても、主

催者など関係先と所要の措置を確実に講じて、警護

の万全を期すこととしています。

警護 現場 に お け る 警 戒の 強化
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章７ 災害対策とテロへの備え

サイバー攻撃に対する諸対策の推進
重要インフラの基幹システムに対するサイバーテロや 情報通信技術を用いた諜報 ス、 （

パイ）活動であるサイバーインテリジェンスなどのサイバー攻撃は、国の治安、安全保

障及び危機管理にとって現実の脅威となっています。

警察では、国内外の関係機関等と緊密に連携して、サイバー空間の脅威に対する厳正

な取締りやサイバー攻撃の実態解明、被害の未然防止・拡大防止を推進しています。

被害の未然防止・拡大防止に向けた官民連携の推進

▮ 重要インフラ事業者等との連携

県内の重要インフラ事業者等との間で「長崎県

サイバーテロ対策連絡協議会」を設置し、

— サイバー攻撃の情勢等に関する情報交換

— 有識者による講演

— 参加事業者間の意見交換

— セミナーや共同対処訓練

等を通じて対処能力の向上に努めています。

▮ 先端技術を有する事業者等との連携

警察では、情報窃取の標的となるような先端技

術保有事業者等との間で構築した「サイバーイン

テリジェンス情報共有ネットワーク」を通じ、事

業者から提供された情報を集約し、総合的に分析

した結果に基づいて注意喚起を行っています。

サ イバー攻撃対策

＜サイバーテロ対策連絡協議会＞

＜サイバーインテリジェンスに対する注意喚起＞
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相談等内容 相談・提供窓口 電話番号

犯罪等による被害の未然防止に関する相談など 警察安全相談 ＃9110または

095-823-9110

同上 高齢者専用相談ダイヤル 095-823-4165

ニセ電話詐欺に関する通報・相談 ニセ電話詐欺被害防止110番

悪質商法に関する通報・相談 悪質商法110番

0120-110874

暴力団犯罪に関する通報・相談 暴力団対策テレホン

覚醒剤その他違法薬物に関する通報・相談 薬物110番

性犯罪被害に関する通報・相談 性犯罪被害相談 ＃8103 または

0120-003-682

少年（20歳未満）の非行や犯罪被害に関する相談など ヤングテレホン 0120-786714

拳銃についての情報提供 拳銃110番 0120-103774

行方不明者についての相談 警察本部人身安全・少年課 095-820-0110

[内線 3056]

国外運転免許証の問合せ 警察本部運転免許管理課 0957-53-2128

[内線 332]

安全運転相談 警察本部運転免許管理課 ＃8080

交通情報の問合せ 警察本部交通管制センター 095-823-5000

日本道路交通情報センター 050-3369-6642

交通事故（無事故）証明の問合せ 自動車安全運転センター 095-825-4591

犯罪経歴証明書（海外渡航）の問合せ 警察本部鑑識課 095-820-0110

[内線 4642]

警察職員採用の問合せ 警察本部警務課採用係 095-820-1504

警察音楽隊派遣の問合せ 警察本部広報相談課 095-820-0110

[内線 2174]

警察施設見学の問合せ 警察本部広報相談課 095-820-0110

[内線 2173]

各 種相談電話 （ 事 件 ・ 事 故 は 110番 ）
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長崎警察署 大浦警察署

長崎市尾上町5-26 長崎市松が枝町7-25

095-822-0110 095-829-0110

浦上警察署 時津警察署

長崎市大橋町26-4 西彼杵郡時津町浦郷275-1

095-842-0110 095-881-0110

西海警察署 諫早警察署

西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷162-17 諫早市小船越町1036-1

0959-22-0110 0957-22-0110

雲仙警察署 島原警察署

雲仙市小浜町南本町7-25 島原市新馬場町890-1

0957-75-0110 0957-64-0110

南島原警察署 大村警察署

南島原市口之津町丙2113-13 大村市森園町34-5

0957-86-2110 0957-54-0110

川棚警察署 早岐警察署

東彼杵郡川棚町百津郷41-4 佐世保市勝海町136

0956-82-3110 0956-39-0110

佐世保警察署 相浦警察署

佐世保市天満町4-18 佐世保市愛宕町161

0956-23-0110 0956-47-5110

江迎警察署 松浦警察署

佐世保市江迎町長坂120-11 松浦市志佐町庄野免131

0956-66-3110 0956-72-5110

平戸警察署 五島警察署

平戸市岩の上町1462 五島市東浜町3-9-1

0950-22-3110 0959-72-8110

新上五島警察署 壱岐警察署

南松浦郡新上五島町有川郷733-2 壱岐市郷ノ浦町本村触551-1

0959-42-0110 0920-47-0110

対馬南警察署 対馬北警察署

対馬市厳原町中村633 対馬市上県町佐須奈甲561

0920-52-0110 0920-84-2110

長 崎県内 の警 察署 （ 22署 ）



「簡単に稼げる」「もうかる」ことを強調する
広告には要注意！
個人名義の口座に振り込むよう指示されたら詐欺！
投資を始めるなら金融機関や証券会社に相談を！

長崎県警察

「市役所です。保険金の還付金があります。
預金口座の口座番号と、暗証番号を教えてください。」

「○○警察です。このままなら逮捕されます。
逮捕されないために保釈金を払ってください。」

「携帯電話会社です。
有料サイトの料金が支払われていません。
このままなら裁判になります」

ニ
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話
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広
報
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前
川
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来月、株価が上がる
予定の株があります

ＡＩを使った投資なので
必ず稼げます

私の言うとおりにすれば
絶対に稼げます

スキマ時間に
簡単に稼げます

タスクに失敗したので
処理費用が必要です

タスクを行うために
事前に振り込んでください
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